
様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その１） 

 

警 察 署 協 議 会 会 議 録 

南警察署協議会 

 
開催年月日時 

 令和７年１２月１２日 午後４時００分から 

 令和７年１２月１２日 午後５時２０分まで 

 

  

 開 催 場 所          福岡県南警察署 会議室  

 

出 席 者        

警察署協議会 会長以下１０名 

 

  

 

警 察 署        

署長、副署長、会計管理官、地域管理官、刑事

管理官、交通管理官、総務課長、留置管理課長、

会計課長、生活安全課長、地域第二課長、刑事

第一課長、刑事第二課長、刑事第三課長、交通

第一課長、交通第二課長、警備課長、事務局 
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【開会】 

 

【会長挨拶（要旨）】 

一年を振り返り、南署としてもいいこともあれば悪いこともあったと思うので、

来年に向けてまた新たな気持ちで新年を迎えていただけたらと思っている。 

 

【署長挨拶（要旨）】 

まず始めに、先般、道路交通法違反（酒気帯び運転）で現行犯逮捕された当署の

巡査部長については、１０月２３日付けで懲戒免職の処分を受け、既に処分が完了

したことを報告する。この件を受け、再発防止に向けた署長訓示やグループ別検討

会等を実施し、既に署員は前を向いて、県民のため積極的に職務に邁進していると

ころである。 

 去る１１月２６日にタレントのゴリけん氏を招いて、一日警察署長委嘱式及び年

末特別警戒出発式を実施した。これから年末にかけて特別警戒態勢を構築し、「安

全・安心な南区の実現」に向け、地域や関係機関・団体と一体となって各種警察活

動に取り組んでまいる所存である。 

 

【報告事項】 

１ 管内の犯罪等発生状況 

 ⑴ 刑法犯認知件数等 

 ⑵ 交通事故の発生状況 

２ 県警活動重点に関する南署の活動状況等 

 ⑴ ニセ電話詐欺対策 

 ⑵ 暴力団等組織犯罪対策 

⑶ 飲酒運転対策 

 ⑷ 性暴力・児童虐待対策 
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 ⑸ サイバー犯罪対策 

 ⑹ 重要凶悪事件対策 

 ⑺ 災害・テロ等対策 
 

【地域警察官による事案を想定した対応訓練見学】    

 

【委員からの意見】 

１ ニセ電話詐欺防止の広報について 

 〇 市政だより南区版のページに、南警察署生活安全課長の全面協力の下「ニセ

電話詐欺に気をつけよう」という記事を掲載した。最新の手口等を中心に掲載

しており、配布する世帯や事業所で声掛けなどして注意喚起してほしいと思っ

ている。今後も警察と連携しながら、犯罪のない南区を推進していきたい。 

 

２ 交通安全教室について 

 〇 南警察署の交通課の方に西長住地区の交通安全教室をお願いしたところ、快

く引き受けていただき、大人子ども約７５名が参加して大盛況のうちに終了し

た。今後もこのように地域のことにご協力いただけるとありがたい。 

 

３ 術科訓練に対する激励について 

 ○ １０月の逮捕術大会では、団体で３位、女子個人で優勝という結果を連絡い

ただき、お祝い申し上げる。前回の協議会で、訓練の様子を見せていただいた

が、引き続き頑張っていただきたい。 

 

【質疑・応答】 

１１０番通報について 

〇 委員からの質問 

交番直通の電話がなくなったことや南警察署への電話が音声ガイダンスにな

ったことで１１０番通報に変化はあったか。 

 ● 地域管理官回答 

   電話との因果関係は判然としないが、令和６年中の南署の１１０番受理件数

は前年から約１，５００件増加している。 

   南署では、令和６年２月１日から音声ガイダンスの運用をしており、交番加

入電話については、利用頻度が少ないこと、不在時に対応できないことから令

和元年に廃止が決定された。南署における１１０番通報受理件数は、概ね県下

の推移と大きな隔離はない。 

   １１０番の中には、緊急を要さない相談や各種照会、間違いやいたずらも含

まれることから、引き続き１１０番通報の適正な利用について呼びかけてい

く。 

 

【閉会】 

 


